
ドイツ ノルトライン－ウェストファーレン州 

死亡診断書 

数年前から 5 枚のカーボンコピーで構成。死亡の事実を記

載した 1 枚目は死体を届出た人（家族など）に渡し、戸籍役

場に提出させる。死因、所見及び死亡状況が記入された 3 枚

は秘密扱いとなり、厳封されて下級保険衛生局に提出され、

保存用、ガン登録担当部門用、州記録統計局用となる。5 枚

目は医師の保存用。ドイツでは自然死以外は警察に届け出る。

医学的処置の合併症 complication の時は、その状況や判断を

死亡診断書に記入する。2004 年から、犯罪の痕跡を見落さな

いため『私は背部、頭皮部及び全身の開口部を検査しました。

□はい □いいえ』という記入項目が追加された。（岡嶋） 



ドイツ 

質保証のためのスタンダード報告用紙/ 

患者事故発生の場合のリスク・マネージメント 

 

ドイツの病院で使用されている医療事故報告用紙で、全ての

患者に対して入院時から退院までの間に起った副作用、院内

感染、事故的なものを全部記入します。それがなければ「事

故なし」をチェックします。4 枚のカーボンコピーは患者記

録、質のマネージメント係、看護業務指導部及び家庭医宛で

す。事故が起ったときだけ報告するというのではないので、

その徹底ぶりに熱意を感じます。用紙にはドイツ病院協会の

著作権と意匠登録があります。（岡嶋） 



ドイツ 

質保証のためのスタンダード報告用紙/ 

院内感染の場合のリスク・マネージメント 

 
ドイツの病院で使用されている院内感染報告用紙で、感染予

防法で全ての病院は院内感染の把握と記録が義務付けられて

いる。細菌証明が陽性であった場合にはこの報告が作成され、

3 枚のカーボンコピーは患者記録、病院管理／質マネージメ

ント係、看護業務指導部／衛生  宛である。用紙にはドイ

ツ病院協会の著作権と意匠登録があります。（岡嶋） 
 
 


